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「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成⾧投資補助金」　よくある質問一覧
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№ 質問 回答
更新・
追記日

(1)-1 工事着手の期限はありますか。

工事着手の期限については制限を設けておりません。ただし、令和8年12月までに工
事が完了しなければなりません。また、工事着手をしない期間の実施内容についても、
実現可能性の観点で審査対象となります。
※補正予算の早期執行の観点から、極力、令和6年度（令和7年3月）末までに設
備等の支払い・設置を前倒しする投資計画の策定をお願いいたします。

3/21追記

(1)-2
補助事業期間は令和８年12月までとあるが、補助事業の完了は何
をもってして完了となりますか。

補助事業の完了は「納品、検収、支払等の事業上必要な手続きがすべて完了してい
る状態」を指します。
支払いが完了していても、納品や検収等が未了である場合は完了とみなされませんの
で、2026年12月末までに、納品、検収、支払いを完了するようお願いいたします。

4/19更新

(1)-3
補助事業期間について、工期が延びて令和８年12月までに間に合
わなかった場合どうなるか。

原則、補助事業期間内に補助事業が完了しなかった場合は、交付自体が取り消しと
なります。ただし天災等の申請者の責めに帰さない場合、事故等報告を事務局に届け
出たうえで、補助事業期間内に承認を得た場合に限り、事故繰越による期間の延⾧
が認められることがあります。

4/19追記

(1)-4
申請の早い申請から順次審査が行われ、予算総額に達した時点で
以降の提出案件の採択可能性が無くなるということはありえますか。

申請の早いものから優位的に採択されることはなく、申請締切日以降に全申請を同列
で扱い、審査いたします。
ただし締切間際には非常に多くの申請が予想されます。電子申請の手続きには数時
間を要しますので、十分な余裕を持って申請手続きを実施してください。

(1)-5
申請書類の提出が〆切に間に合わない場合、〆切後の提出は認め
られますか。

いかなる理由があっても、〆切後の申請は受理できません。全ての書類を揃えた上で、
期日までにご提出ください。

(1)-6 2次公募の予定はありますか。
1次公募の終了後に2次公募を行う予定です。採択数や予算の配分は、執行状況に
応じて検討します。

(1)-7

補助事業期間とは、補助金の公募に応募し、審査の上交付が決定
した日より、3年間の間に申請事業(例えば工場の新設)を終えるとい
うことでよろしいでしょうか。
2次公募以降の場合でも、2026年12月の完成期限は変わらないの
でしょうか。

事業実施期間は、交付決定日から最⾧で令和8年12月末までとなり、納品、検収、
支払等の事業上必要な手続きが上記期間内で完了している必要があります。
※ただし、補正予算の早期執行の観点から、極力、令和６年度（令和７年３月）
末までに設備等の支払い・設置を前倒しする投資計画の策定をお願いいたします。
また、2次公募以降でも補助事業期間は変わりません。

3/21追記

(2)-1
単独では従業員数2,000名以下、連結子会社（海外法人）を含
めると2,000名を超える企業は補助対象となりますか。

企業単体で2,000人以下が要件となりますので、補助対象となります。 3/21追記

(2)-2 補助対象者の要件に、上場・非上場、資本金は関係ありますか。
本事業では、上場・非上場、資本金の金額によらず、常時使用する従業員数が
2,000人以下の会社等を補助対象者としています。

4/19更新

(2)-3
親会社が海外企業の場合であっても、国内企業と同じく従業員数
2000人以下であれば中堅企業と判断され、「みなし中堅企業」とし
て対象となるという理解で合っているでしょうか。

親が海外企業でも子会社が国内企業であれば対象になり得ます。 3/21追記

　　・補助対象者について

（１）公募について

（２）補助事業及び対象経費について

　　・公募スケジュールについて
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№ 質問 回答
更新・
追記日

(2)-4

公募開始は2024年3月上旬、公募締め切りは4～5月となるスケ
ジュールの中で、2024年5月にはまだ株式保有率50％以上A社の
子会社ですが、公募はしてもよろしいでしょうか。それとも現状株式保
有率50％以上A社の子会社では公募しても対象から外れてしまうの
でしょうか。

補助事業対象者の要件は、本事業の公募開始日において満たしている必要がありま
す。したがって、1次公募申請時点でみなし大企業となる場合には、1次公募では申請
できません。2次公募以降での申請をご検討下さい。

3/21追記

(2)-5 同じ事業者が複数回応募することは可能でしょうか。

同じ公募期間内において、同一の事業者が申請できる事業計画は1件までです。な
お、1次公募で不採択となった場合、2次公募に申請することは可能です。ただし、1次
公募で採択され、交付決定を受けた事業者については、2次公募でさらに採択を受け
ることはできません。

(2)-6
申請が採択されなかった場合、事業計画を再検討し、次回以降の応
募に再度申請することは可能でしょうか。

2次公募が実施される場合、1次公募で不採択事業者となった場合、2次公募に再
申請することは可能です。

3/21追記

(2)-7

弊社は、上場企業A社の関連会社（孫会社）で、B社の子会社で
す。A社は純粋持株会社です。

A社　資本金816億　従業員　単独147名　連結33,482名
B社　資本金8億　従業員400名
弊社　資本金5千万円　従業員350名

A社はB社を完全子会社としています。B社は弊社の発行済み株式
を2分の1以上（約70％）保有しています。
この関係性の場合、弊社は当該補助金の対象となりますでしょうか。

A社は大企業ではない（従業員数2,000人以下）ため、B社はみなし大企業ではあ
りません。
したがって本ケースにおいて、質問者はみなし大企業には該当しません。

3/21追記

(2)-8
商工会議所は「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化の大規模
成⾧投資補助金」の対象に入るでしょうか。

商工会議所も本補助事業の対象になり得ます。
なお、収益事業を行い、その内容が本事業の目的である「地域の雇用を支える中堅・
中小企業が、人手不足等の喫緊の課題に対応し、成⾧していくことを目指して行う大
規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上げを実現すること」に合致する
ものである必要があります。

3/21追記

(2)-9 医療法人は本事業の対象になりますか。
医療法人（社会医療法人を除く。）は制度上、収益業務を行うことができないので、
本事業の趣旨に外れるという観点から対象外とさせていただきます。

4/19更新

(2)-10
補助事業期間中に従業員数が2,000人を超えた場合は、補助対
象外になりますか。

公募申請時点に補助対象者要件を満たしていれば、補助期間中に従業員数が
2,000人を超えても問題ございません。

4/19追記

(2)-11

「常時使用する従業員」には、以下は含まれますか?
日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、ま
たは季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者ではある
が、当初所定の期間を超えて継続雇用となっている者。

常時使用する従業員とは、予め解雇の予告を必要とする者となりますので、当初所定
の期間を超えて継続雇用となっている場合でも、日々雇い入れられる者、2か月以内
の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用さ
れる者は算定に含めません。

4/19追記

(2)-12
補助事業実施場所は応募申請時に決まっていなければならないで
しょうか。

補助事業実施場所の都道府県の給与平均上昇率を賃上げの基準とするため、申請
時に補助事業実施場所が決まっている必要があります。

(2)-13
設備投資額10億円以上（専門家経費・外注費を除く補助対象経
費分）は、「税込」もしくは「税抜」のどちらでしょうか。

設備投資額の要件は、10億円（税抜）以上となります。
※一つの経費の下限額は100万円（税抜）となります。

3/21追記

　　・ 補助事業の要件について

（２）補助事業及び補助対象経費について

　　・補助対象者について
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№ 質問 回答
更新・
追記日

(2)-14 補助事業の内容に制限はありますか。

補助対象とする事業の内容が、農作物の生産自体に関するものなど1次産業を主た
る事業としている場合は対象外となります。ただし、1次産業を営む事業者であっても、
補助対象とする事業の内容が2次・3次産業に関する事業である場合は対象となり得
ます。そのほか、例えば、公序良俗に反する事業や法令に違反する（恐れがあるもの
を含む）事業などについては、補助対象外となります。

(2)-15 補助対象経費が200億円の場合、補助額はいくらになりますか。
補助率は1/3ですが、補助上限額が50億円のため、想定される補助金額は、50億
円となります。

(2)-16 採択される前に着手している事業でも、補助対象になりますか。
交付決定より前に契約（発注含む）を行った経費については、補助対象外となりま
す。そのため、採択された後であっても、交付決定前までに契約（発注含む）している
経費については、補助対象外となりますのでご注意ください。

(2)-17 処分制限期間の年数を教えてもらえますか。

処分制限期間の詳細については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭
和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年数（法定耐用年数）をご参照下さ
い。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015

3/21追記

(2)-18
「補助事業の目的・内容が一体的であれば、投資場所が複数地域
になる場合も対象になる」とありますが、目的・内容はどのような基準で
判断するのでしょうか。

補助事業により、省力化及び労働生産性の抜本的な向上が図られ、人手不足の状
況が改善される取組となっているか、地方における持続的な賃上げにつながるかを審査
で判断します。

3/21追記

(2)-19
申請時に掲げた目標率を満たさなかった場合の補助金返還のタイミン
グと返還が必要となる補助金の計算方法をご教示いただけますでしょ
うか。

未達成率での算出を想定していますが、返還方法については、別途「補助事業の手
引き」にてご案内します。

3/21追記

(2)-20

非製造業（サービス業等）において例えば以下のような投資は、労
働生産性の向上に寄与し補助対象事業になり得ますか。
※ホテル、レストラン、レジャー施設等の増築・改築（増築・リニューア
ルにより高付加価値化して客単価を上げ売上増、労働生産性向上
に寄与）

当補助金の背景として、持続的な賃上げ、地域雇用の活性化を目的としているため、
ホテル・レストラン・レジャー施設等の増築・改築も補助対象事業となります。

3/21追記

(2)-21
採択後、設計等見直しによって設備投資総額が減少し、設備投資
額が10億円以下となった場合も補助金が交付されますか。

設備投資額の補助要件を満たさなくなるため、補助対象経費が10億円を下回った場
合には、交付決定は出来ません（交付決定後であれば、交付取消となります）。

(2)-22
貸倉庫業（補助金を受け倉庫を新築し、その倉庫を賃貸をする予
定）ですがその建物でも補助金の対象になりますか。

本事業の目的に沿ったものであり、専ら補助事業に使用するものであれば対象となりま
す。
よって、貸倉庫業が倉庫を建設するのは補助対象となり得ます。
※不動産業が賃貸用のビルを建てることも補助対象としています。

3/21追記

(2)-23

中古の居抜き工場を来年4月に買おうとしております。現状仮契約の
状態で物件をおさえておくため手付金だけ先方に預けております。来
年3月～4月に名義変更後、全額納付する予定のスキームは本補
助金の対象になりますか。

本補助事業では、事前着手は認められません。不動産の売買契約等の契約日が補
助金の交付決定後の補助事業期間であれば対象になります。既に契約を結んでいる
場合（不動産売買契約等に基づき手付金を支払っている場合など）は、本補助金
の対象外となります。

3/21追記

(2)-24
役員数の基準がありますが、役員総数とは、取締役の総数でしょう
か。
執行役員も含めた総数でしょうか。

取締役、会計参与の総数となります。
※役員には、会社法第２上第１５号に規定する社外取締役及び会社法第３８１
上第１に規定する監査役は含まれません。

3/21追記

(2)-25
賃上げ基準が採用される地域は、実際に事業を実施する地域か、も
しくは事業者の事業所の存在する場所になりますか。

事業実施場所の直近5年間の最低賃金の伸び率で判断します。 3/21追記

　　・ 賃上げの要件について

（２）補助事業及び補助対象経費について

　　・ 補助事業の要件について
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№ 質問 回答
更新・
追記日

(2)-26
工場を新設する場合は、事業に関わる従業員等の賃上げ率はどのよ
うに計算すれば良いでしょうか。

工場を申請する場合等は、既存事業の賃金水準と新たに設ける事業実施場所の賃
金水準を比較してください。

(2)-27
複数の地域で投資を行う場合も対象になりますか。また、対象になる
場合、賃上げの要件に適用される基準値はどのように設定されるので
しょうか。

補助事業の目的・内容が一体的であれば、投資場所が複数地域になる場合も対象
となります。その場合、賃上げ要件については、事業実施場所ごとの基準値を適用しま
すので、事業実施場所ごとに賃上げ率を設定していただきます。

(2)-28
賃上げ要件について、補助事業の終了後3年間は、毎事業年度、
申請時に掲げた目標以上の賃上げ率を満たしていなければ、補助金
を返還しなければならないのでしょうか。

補助金の返還対象の有無は、補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業
員1人当たり給与支給総額の伸び率（年平均上昇率）が、申請時に掲げた賃上げ
伸び率の目標以上であるかどうかで確認します。
年平均上昇率で確認するため、例えば、賃上げ状況を確認する1・2事業年度目は
目標以上の伸び率となっていなくても、3事業年度目（確認対象となる最終事業年
度）の1人当たり給与支給総額と基準年度（補助事業の終了日を含む事業年
度）を比較した年平均上昇率が目標以上となっていた場合は返還の対象になりませ
ん。
ただし、補助事業終了後の賃上げ状況や事業実施状況（3事業年度分）の確認に
ついては、毎事業年度行います。

(2)-29
新規で会社を立ち上げ、本事業を実施する場合、賃上げの計算はど
のようにすれば良いでしょうか。

本補助金の公募の申請時において、確定した決算がない場合、基準年度は補助事
業の完了した日の属する事業年度の翌事業年度とすることができます。また、新規事
業の場合など、基準年度の補助事業1人当たり給与支給総額を特定することが困難
な場合、事業者全体の1人当たり給与支給総額を用いることができます。

3/21追記

(2)-30
事業終了後の賃上げの伸び率の計算に際して、その事業所の補助
事業とは関係のないプラントと本補助事業を一体的に管理している者
（所⾧など）は計算対象に含めますか。

補助事業に関わる従業員及び役員の判定は、原則として、補助事業を主として行う
事業部門を最小範囲とします。ただし、判定が困難である場合は事業部門を超える範
囲（例えば、事業者全体）とすることも可能です。したがって、事業所の補助事業とは
関係のないプラントと本補助事業を一体的に管理している者（所⾧など）は計算対
象に含めて頂いても構いません。

(2)-31
昇給・減給等の給与変動がある場合、賃上げの計算はどのようにす
れば良いでしょうか。

昇給・減給等の給与変動がある従業員も、賃上げ算定対象となります。予め成⾧投
資計画にて算定をお願いします。

3/21追記

(2)-32
補助事業期間中に新規・中途採用した場合は、賃上げの計算はど
のようにすれば良いでしょうか。

補助事業1人当たり給与支給総額の算定にあたり含める補助事業に関わる従業員
は、基準年度及びその算定対象となる各事業年度において全月分(12か月)の給与
等の支給を受けた従業員とします。
よって、中途入社した従業員の給与総支給額は入社の翌事業年度以降から、給与
支給総額と、人数に含めて計算をお願いします。

4/19更新

(2)-33
補助事業に関わる従業員が事業期間中に退職した場合、賃上げの
計算はどのようにすれば良いでしょうか。

補助事業1人当たり給与支給総額の算定にあたり含める補助事業に関わる従業員
は、基準年度及びその算定対象となる各事業年度において全月分(12か月)の給与
等の支給を受けた従業員とします（基準年度も同様）。
よって、補助事業に関わる従業員が事業期間中に退職した場合は、当該事業年度
以降の算定対象外とし、前事業年度までが報告対象となります。

4/19更新

(2)-34

補助事業前と、事業後に従業員数の変動が見込まれる場合、成⾧
率(賃上げ)の判断はどのような形になるのでしょうか。
事業前の総人件費と事業後の総人件費の増加率か、総人件費の
人数割りでの１人当たりの増加率での判断のどちらになりますでしょう
か。

総人件費の人数割りでの１人当たりの増加率での判断となります。
下記、計算式の原則に則り、入退職を加味した上で、総体的な賃上げの計画をお願
いします。
・年度毎の１人当たり給与支給総額＝対象の給与支給総額/対象の従業員総数
・補助事業１人当たり給与支給総額の年平均上昇率＝
｛（最終年度の１人当たり給与支給総額/最終年度の１人当たり給与支給総
額）^（1/3）｝-1

4/19追記

（２）補助事業及び補助対象経費について

　　・ 賃上げの要件について
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「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成⾧投資補助金」　よくある質問一覧
令和6年4月19日公表

№ 質問 回答
更新・
追記日

(2)-35 派遣社員と技能技能実習生は従業員数に含まれるのでしょうか。

・派遣社員は、派遣元から給与を支払われるため、賃上げの対象に含めません。
・技能研修性は、臨時・短期でなく、事業者から直接給与を支払われている場合、常
時雇用する従業員に該当します。なお、基準年度及びその算定対象となる各事業年
度において、全月分の給与等の支給を受けた従業員とします。当該事業年度の全月
分の給与に満たない場合は、賃上げの計算に含めません。

4/19更新

(2)-36
補助事業に関わる従業員のうち、パート社員や、嘱託社員等は従業
員数に含まれるのでしょうか。

基準年度及びその算定対象となる各事業年度において、全月分の給与等の支給を
受けた従業員となりますので、パート社員や、嘱託社員等も含めていただく必要があり
ます。
また、当該事業年度において、産前・産後休業、育児休業、介護休業など事業者の
福利厚生等により時短勤務を行っている従業員は、算定対象から除くことができます。
詳細に関しては「様式2_成⾧投資計画書別紙」、シート２枚目の<補足・留意事項
>内にある、＜就業時間換算パートタイム従業員数の考え方＞をご確認ください。

4/19更新

(2)-37
賃上げ目標を従業員に表明する場合の方法について、どのようにすれ
ばよいでしょうか。

交付申請時に、賃上げの表明書をご提出頂きます。詳細は別途「補助事業の手引
き」でご案内します。

3/21追記

(2)-38
補助金を受け倉庫・建物等を新築し、それを賃貸をする場合は補助
金の対象になりますか。

本事業の目的に沿っているものであれば補助対象となり得ますが、事業規模拡大によ
る成⾧と賃上げに貢献しない投資は対象外となります。

(2)-39
本社、研究棟、インキュベーション施設、福利厚生施設等の建設は
補助対象となりますか。

本事業の目的に沿っているものであれば補助対象となり得ますが、事業規模拡大によ
る成⾧と賃上げに貢献しない投資は対象外となります。

(2)-40
補助対象経費の支払いについて、「クレジットカード払い」は対象にな
りますか。

クレジットカード払いは原則認めません。

(2)-41 建物費における「構築物」とは具体的にどのようなものがありますか。

塀・門扉、舗装設備、防油堤、砂利道、放射線発生装置の遮へい壁等が該当しま
す。
参照:国税庁　耐用年数の適用等に関する取扱通達 第2章第3節 構築物
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02
_03.html

3/21追記

(2)-42
機械設備は社内発注、社内製造とする場合でも本補助金の対象と
して申請可能でしょうか。

同じ会社内の別部署の場合は対象外です。（売上計上ではなく、原価、人件費の
発生となると思料）
同一グループ内での取引についても、補助対象外とします。

3/21追記

(2)-43
建物の耐震工事を検討中ですが、耐震工事は補助対象となります
か。

建物の改修に要する経費に該当するため、補助対象になり得ます。
本事業の目的である「地域の雇用を支える中堅・中小企業が、人手不足等の喫緊の
課題に対応し、成⾧していくことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方に
おける持続的な賃上げを実現すること」に合致する内容で申請してください。

3/21追記

　　・ 補助対象経費について

（２）補助事業及び補助対象経費について
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「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成⾧投資補助金」　よくある質問一覧
令和6年4月19日公表

№ 質問 回答
更新・
追記日

(2)-44
建物費は入札・相見積もりが必須となっておりますが、相見積もりの
取得に時間を要する等で、交付申請までに相見積もりの取得が難し
い場合は、どうすればよいですか。

相見積もりを依頼した建設企業等から、見積もり取得が困難である場合は、依頼企
業から「見積もりを提出することが困難である理由について記した書類」を受領し、見積
書の代わりとして提出いただくことも可能です。
なお当該書類には、見積もりを提出することが困難である理由が明記されてある必要
があります。
（詳細な手続きについては、採択者宛てに「補助事業の手引き」を別途案内いたしま
す。）

3/21追記

(2)-45
既に根抵当権が設定されている土地に建物を増建設・改築・付属建
物の新築する場合、補助対象となりますか。

建物の建設予定地に根抵当権が設定され「追加担保差入条項」が設定されている
場合には、補助事業により新築、改修等を行う建物に対して新たに根抵当権が設定
されることとなり、補助事業として遵守していただくべき事項に違反が生じます。 そのた
め、補助事業の遂行に当たっては、権利者である金融機関等により建物部分に係る
根抵当権を設定する義務の免除についての同意を得る必要がございます。
その上で、交付申請時・実績報告時に建設した施設等の財産に対する追加担保差
入条項が定められていないことについての確認書の提出いただく必要がございます。
（詳細な手続きについては、採択者宛てに「補助事業の手引き」を別途案内いたしま
す。）

3/21追記

(2)-46 補助対象物が根抵当、工場抵当に入ることは問題ないか。

原則として、補助対象物が根抵当に入ることは、本補助金では認められません。
今回の補助対象物が、根抵当権の範囲に及ぶか（実質的な抵当権の追加となる
か）は金融機関へご確認ください。実質的な抵当権の追加にあたるものは、補助対象
外です。
①一般的な根抵当権:土地・建物は根抵当を設定可のため、根抵当付き土地・建
物は補助対象外。機械は不動産ではなく根抵当の設定はできないため、補助対象と
なる。
②工場抵当の場合:土地、建物、機械を工場財団として一体で設定。目録の変更
でも、実質的な抵当権の追加をする場合は、補助対象外。実質的な抵当権の追加
がなければ補助対象となる。

4/19追記

(2)-47
工場集約で新工場の計画に対して、既存設備の移設費用は、外注
費に入れる事は可能でしょうか。

既存設備は自社の保有物（補助対象外）の単なる運搬になるため、補助対象外と
なります。

3/21追記

(2)-48

本社はA県にあり、子会社のあるB県に工場を新設する予定です。
（建設後は、当社と子会社で使用）。当事業計画に必要な資産
（機械装置等）は本社（A県）でも購入する予定です。
本社（A県）・子会社（B県）の両方で取得した資産は補助対象
となりますか。

共同申請（コンソーシアム形式）且つ連携による一体的な大規模投資であれば、本
社・子会社両方の経費が補助対象となります。
ただし、公募要領27ページ目に記載のコンソーシアムの要件を満たす必要があります。

 ①参加者の中で投資額５億円以上（専門家経費・外注費を除く補助対象経費
分）の中堅・中小企業を少なくとも1者以上含むこと

 ②連携による一体的な大規模投資を行い、単独より高い労働生産性向上・規模拡
大を通じた賃上げを実現する連携計画を策定していること

 ③参加者が賃上げの要件を満たしていること
※コンソーシアム形式を構成する事業者数は、10者以下とします（幹事企業を含め
る）。

3/21追記

（２）補助事業及び補助対象経費について

　　・ 補助対象経費について
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「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成⾧投資補助金」　よくある質問一覧
令和6年4月19日公表

№ 質問 回答
更新・
追記日

(2)-49

事業に関するホームページの開設・運用・保守等の費用は補助対象
でしょうか。
また補助の該当事業発展に伴う採用費(人材紹介会社へ支払う手
数料報酬)は補助対象でしょうか。

・ホームページの開設・運用・保守等の経費:専ら補助事業に使用するものであれば
対象、他事業と共用する場合は補助対象外です。
ただし、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事
業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助
事業期間分のみとなります。
・採用費:外注費「補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外
注（請負・委託）する場合の経費」に該当しません。また、採用は事業者側でも直接
雇用等が可能であり、人材紹介会社を使う場合は代行とみなされ対象外となります。

3/21追記

(2)-50
フォークリフト、天吊りクレーン、コンプレッサー等は補助対象となります
か。

以下に該当する場合は、補助対象外となります。交付申請時に見積や用途を確認
し、補助対象となるか判断させて頂きます。

自動車等車両（事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないも
のおよび税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く）の購入費・修理費・車
検費用

3/21追記

(2)-51
物流センター建設に係る補助事業の場合、当該センターに出入りす
る自社ドライバーについても賃上げの対象となるのでしょうか。

当該ドライバーが正社員であるのであれば、賃上げ対象従業員となります。 3/21追記

(2)-52
生産機械の導入を複数台検討しております。海外から購入する機械
設備でも対象でしょうか。また、海外からの運搬にかかる費用なども対
象となりますでしょうか。

事業拡大につながる事業資産（有形・無形）への相応の規模の投資を含むものであ
り、本事業の対象として明確に区分できるものが対象となるため、海外から購入する設
備であっても対象となります。
ただし、 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具（測定工具・検査
工具等）の購入、製作、借用に要する経費であることが要件となります。
また、運搬費につきましても一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
は対象となります。

3/21追記

(2)-53

ソフトウェアを導入する際、要件定義・開発等フェーズごとに契約（発
注）を行う場合、補助事業期間内に発注・支払いを行った部分につ
いては補助対象となりますか。
また、システムの稼働が補助期間外でも補助事業期間内に支払った
部分は補助対象となりますか。

原則として、補助事業の完了とは、発注・納入・検収・支払等の事業上必要な手続
きが全て完了していることを指します。
対象のソフトウェアについて、補助事業期間後にも開発等が残っており稼働できない場
合は、補助対象外となります。

3/21追記

(2)-54

公募要領P.10建物費について、「単価 100 万円（税抜き）以上
のもの」とありますが、見積書では大項目・中項目・小項目と細分化さ
れています。全体価格が単価100万年(税抜き)以上であれば対象と
いう認識でよろしいでしょうか。

原則、事業者様の税法上の資産計上方法に基づき、資産項目ごとに区分いただきま
す。その上で、建物費に該当するものの合計が100万(税抜)以上であれば補助対象
となります。

4/19追記

(2)-55

他の国の補助金、地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税
制、中小企業投資促進税制の適用を受ける設備との併用は不可と
ありますが、自己負担部分との併用も不可という認識で合っています
か。

自己負担部分が本事業の補助対象外であれば、他の国の補助金や優遇税制の併
用は可能です。

3/21追記

　　・他の補助金税制の併用について

（２）補助事業及び補助対象経費について

　　・ 補助対象経費について
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「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成⾧投資補助金」　よくある質問一覧
令和6年4月19日公表

№ 質問 回答
更新・
追記日

(2)-56 自治体の補助金との併用は可能でしょうか。
自治体からの補助金と本補助金の併用は可能です。ただし、国からの補助金の二重
受給は出来ません。

(2)-57
地域未来投資促進税制と本事業を並行して申請し、本事業の不採
択時に地域未来投資促進税制を活用することは可能でしょうか。

地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の適
用を受けることが決まっている経費については補助対象外となりますが、まだ適用が決
まっていない場合、並行して申請は可能です。

(2)-58

地域未来投資促進税制では、法人税の特別償却・税額控除の他
に、自治体によっては不動産取得税や固定資産税の減免を受けるこ
とが可能ですが、自治体による不動産取得税や固定資産税の減免
を受けた場合にも、補助対象外となりますでしょうか。

地域未来投資促進税制の併用は、国税（法人税）・県税（不動産取得税）・地
方税（固定資産税）のすべてにおいて、不可となります。

3/21追記

(2)-59
「利子補給制度」（エネ合・総合特区・復興特区）との併用は可能
でしょうか。

自治体からの補助と本補助金の併用は可能です。
ただし、同一設備に対して本補助金とその他の国の補助金の併給すること、また、地域
未来投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の３つの
税制の併用も不可となります。

3/21追記

(2)-60
新工場に太陽光発電設備を設置し、FIT・FIPなどの公的制度を活
用しない売電や、自己消費する場合は対象になりますでしょうか。

FIT・FIPなどの公的制度を活用して再生エネルギーの売電を行うための発電設備及
び当該設備と一体不可分の附属設備（太陽光発電を行うためのソーラーパネルな
ど）は補助対象外となります。
上記公的制度を利用しない設備投資であり、また本事業の目的である「地域の雇用
を支える中堅・中小企業が、人手不足等の喫緊の課題に対応し、成⾧していくことを
目指して行う大規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上げを実現する
こと」に合致する内容である旨を明記したうえで申請ください。

4/19更新

(2)-61
補助事業で投資を行う経費が補助対象か否かを判断するには、何を
参考にすればいいですか。

対象経費の区分の取り扱いは、耐用年数の適用等に関する取扱通達に基づいて判
断されます。
国税庁HP等を参考に、法人税等の申告時の区分と一致させたうえで申請してくださ
い。
（参考）「国税庁HP 法令解釈通達 耐用年数の適用等に関する取扱通達」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01.ht
m

なお上記の国税庁HPに記載されている内容はあくまでも例示であるため、
具体的にどの耐用年数を適用するかについて、詳細は税理士等にご確認ください。

例）船舶事業にかかる造船台、浮きドック、乾ドック等について、国税庁のHPでは「構
築物」の例として記載がありますが、生産工程の一部としての機能を有しているものにつ
いては、「機械及び装置」と取り扱うことがあります。
「機械装置」として取り扱う場合、当該経費は本事業の補助対象となり得ます。

4/19追記

(2)-62
コンソーシアム形式において、リース会社は1つの共同申請につき1社
に限られますか。

一の中小企業等と一のリース会社の共同申請に限るという趣旨です。
一の中小企業等と複数リース会社の共同申請は、認められません。
なお、共同申請を活用する場合のリース会社については、1回の公募回で申請できる
件数や、通算の採択・交付決定件数の制限はありません。

3/21追記

　　・共同申請（リースによる投資補助）について

（２）補助事業及び補助対象経費について

　　・他の補助金税制の併用について

9/14



「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成⾧投資補助金」　よくある質問一覧
令和6年4月19日公表

№ 質問 回答
更新・
追記日

(2)-63 設備投資に当たって、リースを活用することは可能でしょうか。

機械装置やソフトウェアに限り、リースやレンタルについて、交付決定後に契約したことが
確認できるもので、事業期間中に要する経費については対象とすることが可能です。契
約期間が事業実施期間を超える場合、按分等により算出された事業実施期間分の
経費が対象となります。
また、ファイナンス・リース取引に限り、補助事業者がリース会社に支払うリース料から補
助金相当分が減額されることなどを条件として、リース会社と共同申請をする場合に
は、機械装置やソフトウェアの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付す
ることが可能です。この場合、リース会社に対しては投資額・賃上げ要件等の適用は
求めません。

(2)-64
リース会社との共同申請の場合、申請手続きは事業者（中堅・中
小企業）もしくはリース会社のどちらが行いますか。

リース会社との共同申請の場合は、中堅・中小企業にて申請手続きを実施します。
リース会社は「リース料軽減計算書」等必要書類を中堅・中小企業へお渡し下さい。
リースに関するお問い合わせ先:
公益社団法人リース事業協会
補助金担当:電話番号 03-3595-1501（平日9時～17時）

(2)-65
補助事業者が倒産した場合、リース会社はどう対応すれば良いでしょ
うか。

所有権がリース会社にある期間において補助事業者が倒産した場合は、リース会社に
補助金を支給していますので、原則として、リース会社が財産処分の手続きを行ってい
ただくこととなります。財産処分の手続きにおいては、原則として減価償却後の金額に
補助率を乗じた額を返金いただくこととなります。

(2)-66 リース契約期間の制約はありますか。

補助対象設備を処分制限期間の間、使用することを前提とした契約であり、1事業で
複数の補助対象設備を導入する場合は、当該設備の中で最⾧となる処分制限期間
の間、使用することを前提とした契約である必要があります。 なお、最⾧の処分制限
期間を下回る契約期間であっても、再リースの規約がある場合は対象となります。ま
た、リース契約期間+再リース契約期間≧処分制限期間でないといけません。

(2)-67
事業者の希望により、リース料を毎月定額払いではなく、年1回払い
又は不均等払いとした場合であっても、補助金の交付を受けることは
可能でしょうか。

ファイナンス・リース取引に該当すれば、事業者の希望により、リース料を年1回払い又
は不均等払い（逓増・逓減）とすることは認められます。
ただし、リース料の支払いをリース期間に関わらず大きく前倒し（リース期間に関わらず
12か月払いとする等）することは、リースによる共同申請を導入した趣旨に反しますの
で、認められません。

3/21追記

(2)-68
リース会社が交付を受けた補助金について、リース料から減額すること
なく、リース会社から事業者に一括して支払うことは可能でしょうか。

リース会社が取得する設備に対する補助金であり、リース会社が交付を受けた補助金
を事業者に対して支払うことは、補助金を補助事業以外の用途に使用したことになり、
交付規程に定める交付決定の取消し事由に該当します。 また、左記のような行為を
した場合、リース料軽減計算書に虚偽の記載をしたことになり、当協会として、当該リー
ス料軽減計算書の確認を取り消すとともに、以後、当該申請をしたリース会社からの
リース料軽減計算書の確認申請を拒むことになります。

(2)-69

サプライヤーが買取保証（※）を付したリース取引も対象となります
か。
（※）ユーザーが倒産した場合に、サプライヤーがリース物件を一定
金額で買い取ることを意味します。

ファイナンス・リース取引に該当していれば、サプライヤーの買取保証の有無は問いませ
ん。

(2)-70 リース債権の譲渡は可能でしょうか。
共同申請したリース会社が他のリース会社へリース料の債権譲渡をすることは禁止しま
す。

（２）補助事業及び補助対象経費について

　　・共同申請（リースによる投資補助）について
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「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成⾧投資補助金」　よくある質問一覧
令和6年4月19日公表

№ 質問 回答
更新・
追記日

(2)-71
リース期間≧耐用年数期間と仮定すると、耐用年数の異なる物件が
複数ある場合、耐用年数をどのように考えれば良いでしょうか。

補助対象設備を処分制限期間の間、使用することを前提とした契約であり、1 事業
で複数の補助対象設備を導入する場合は、当該設備の中で最⾧となる処分制限期
間の間、使用することを前提とした契約である必要があります。 なお、最⾧の処分制
限期間を下回る契約期間であっても、再リースの規約がある場合は対象となります。ま
た、リース契約期間+再リース契約期間≧処分制限期間でないといけません。
処分制限期間の詳細については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭
和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年数（法定耐用年数）をご参照下さ
い。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015

3/21追記

(2)-72
中堅・中小企業が、子会社の中堅・中小企業とコンソーシアムを組ん
で補助金を申請することは可能でしょうか。

可能です。
なお、親会社の中堅・中小企業と子会社の中堅・中小企業は、みなし同一法人とな
るため、別々に申請することはできませんのでご注意ください。

(2)-73
共同申請（コンソーシアム形式）での申請の場合の補助上限額は、
コンソーシアム全体として50億円か、もしくは1者につき50億円となりま
すか。

コンソーシアムを1者と考え、上限50億円とします。

(3)-1 jGrantsの操作方法が知りたいです。

操作方法につきましては、マニュアルにて確認することができます。
下記URLの画面上部の「申請の流れ」ページから、 「事業者クイックマニュアル」 をご参
照ください。
https://www.jgrants-portal.go.jp/request-flow

3/21追記

(3)-2
応募申請の後、成⾧投資計画等の申請内容を変更したい場合、採
択後にどのような手続が必要になりますか。

補助金交付候補者として採択された場合は、交付申請の手続が必要となるため、そ
の際に、申請内容の変更を申し出てください。ただし、応募申請時に計上していない経
費を交付申請時に新たに計上することは認められません。

(3)-3
「機械装置費」に含めて申請していた機械を購入する際、申請時点
で想定していたものから変更（上位機種・最新機種等）することは
可能でしょうか。

機械の機種等を変更することは可能です。ただし、本事業の計画を達成するものであ
り、補助上限額（総額50億以下）、投資下限額（総額10億円以上の設備投
資、単価100万円以上）の要件を満たしている必要があります。
なお、交付決定額は、補助金交付候補者の採択決定時点の補助金申請額を上回
ることはできませんので注意ください。

4/19更新

(3)-4 応募申請後、審査状況を知ることは出来ますか。 審査状況等はjGrants上で確認することが可能です。

(3)-5 審査はどのように行われるのでしょうか。

事務局が、提出された申請書類に基づき、形式要件（従業員数2,000人以下等）
の適格性の確認及び計画の効果・実現可能性等について定量面の書面審査を行い
ます（1次審査）。
1次審査を通過した申請について、地域ブロック単位で審査会を設置し、外部有識者
（利害関係者を除く）による計画の効果・実現可能性等について定性面も含めたプ
レゼンテーション審査を行います（2次審査）。

　　・共同申請（リースによる投資補助）について

（３）補助金申請（交付申請等）について

　　・ 審査方法について

（２）補助事業及び補助対象経費について

　　・共同申請（コンソーシアム形式）について

　　・ 申請方法について
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「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成⾧投資補助金」　よくある質問一覧
令和6年4月19日公表

№ 質問 回答
更新・
追記日

(3)-6 プレゼンテーション審査の具体的な日程を教えてください。
審査プロセスの具体的日程は調整中です。4月中旬目処に事務局ホームページにプレ
ゼンテーション審査の日程を掲載予定です。

(3)-7
2次審査（プレゼンテーション審査）への参加者について、制限はあり
ますか。

経営者(取締役、会計参与、事業の代表者)以外にも、同じ会社の事業責任者、幹
事企業以外のコンソーシアム参加者、確認書を提出した金融機関等の同席は可能で
すが、その他の支援機関等の同席は出来ません。

(3)-8
急遽、有識者審査（プレゼンテーション審査　2次審査）に経営者
が行けなくなった場合はどうすればいいでしょうか。

やむを得ない理由がある場合は、速やかにサポートセンターへご連絡ください。 3/21追記

(3)-9
⾧期成⾧ビジョンについて、具体的にどういったことを記載すればよいで
しょうか。

国際情勢や技術発展、市場動向等のメガトレンドを踏まえ、５～10年後の社会に価
値提供する自社のありたい姿（⾧期成⾧ビジョン）が具体化されているか。その中にお
いて、高い売上高成⾧率及び売上高増加額が示されているかを審査します。

3/21追記

(3)-10
人手不足の状況が改善される見通しは何を持って示せばよいでしょう
か（労働生産性数値で考えるということで良いのか）。

「人手不足の状況が改善される取組か」については、(様式1)成⾧投資計画書の記
載内容を確認させていただき、総合的に評価させて頂きます。

3/21追記

(3)-11
労働生産性の算出方法を教えて下さい。
また、付加価値額の定義は従来通り営業利益＋人件費＋減価償
却費　でしょうか。

労働生産性（付加価値額÷従業員数）、労働生産性（付加価値額÷就業時間
換算の従業員数）となります。
付加価値額は、営業利益＋給与支給総額＋減価償却費となります。

3/21追記

(3)-12
「補助事業の目的・内容が一体的であれば、投資場所が複数地域
になる場合も対象になる」とありますが、目的・内容はどのような基準で
判断するのでしょうか。

補助事業により、省力化及び労働生産性の抜本的な向上が図られ、人手不足の状
況が改善される取組となっているか、地方における持続的な賃上げにつながるかを審査
で総合的に判断します。
例えば、生産工程の増強によって供給能力が上がっても、作ったものを効率的に卸して
いくことができなければ売り上げの拡大につながらないので物流機能についても増強を行
い、自社内のバリューチェーン全体を強化しますというのは、補助事業の内容に一体性
があると言えると思います。

3/21追記

(3)-13 決算書等（３期分）で必須のものは何でしょうか。
貸借対照表、損益計算書、販売管理費、製造原価報告書が必須となります。
なお、様式に指定はございません。

4/19追記

(3)-14
申請時点で見積書が必要でしょうか。また、見積書の期限はいつまで
のものが必要でしょうか。

応募申請時点では見積書を提出していただく必要はありませんが、成⾧投資計画策
定にあたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。
補助金交付候補者として採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見
積書を提出する必要があります。

(3)-15 提出書類の頁数、ファイルサイズに上限はありますか。

「成⾧投資計画書」はパワーポイントで表紙を含め35ページ以内にまとめていただく必
要があります。
その他の書類については様式の指示にしたがってご用意ください。
尚、各提出書類のファイルサイズは、1ファイル10MB以下に抑えていただくようお願いい
たします。
頁数、ファイルサイズともに超過した場合、受領できませんので、ご調整をお願いいたしま
す。

3/21追記

（３）補助金申請（交付申請等）について

　　・ 審査方法について

　　・ 審査基準について

　　・ 提出書類について
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「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成⾧投資補助金」　よくある質問一覧
令和6年4月19日公表

№ 質問 回答
更新・
追記日

(3)-16
補助事業の収支予算の欄について、共同申請の場合、どのように書
けば良いでしょうか。

収入、支出ともに、事業者A、事業者Bそれぞれで表を作り、記載してください。また、
合計値が、補助事業に要する経費、補助事業対象経費及び補助金の配分額と必ず
一致するようにご注意ください。
詳細につきましては、様式1 成⾧投資計画書、様式2 成⾧投資計画別紙をご参照
下さい。

3/21追記

(3)-17
提出資料の命名規則について、３期分の決算資料のファイル名は、
それぞれどのようにすればよいでしょうか。

「A004_決算書（前々期決算分）_事業者名.pdf」、「A004_決算書（前期決
算分）_事業者名.pdf」、「A004_決算書（最新決算分）_事業者名.pdf」と、各
資料の内容が判別しやすいように記載ください。

3/21追記

(3)-18
「様式1_成⾧投資計画書」について、全体を通じ、資料の改変はど
こまで許されるでしょうか。

前提として、各ページの記載ガイドに従い記載いただいたうえで、各ページのフォーマット
はあくまで例示のため改変は可能です。
9頁の事業ポートフォリオの場合で言えば、PPMはあくまで整理するフレームワークの一
つであり、別のフレームワークによる整理でも構いません。
よって、各象限・軸等を加筆・変更することも可能です。

4/19追記

(3)-19

「様式1_成⾧投資計画書」について、スケジュールページ(ガイド25
頁)に「スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か審査いたし
ます」と表記されているが、課題対応まで記載する事が必要でしょう
か。

課題への対応妥当性は26頁で確認しますので、25頁での記載は不要です。 4/19追記

(3)-20

「様式2_成⾧投資計画書別紙」について、数値が正しく入っていても
非該当になりますがどのようにすればよろしいでしょうか。（91,92行目
の上昇率）
※5-10の役員数に「0」を入力した場合。

役員数が「0」の場合に発生するエラーがございました。
資料ダウロードページおよびjGrantsでダウロードできる申請様式のうち、「様式2_成⾧
投資計画書別紙_Ver.3.0.xlsx」を更新し、解消されております。ご申請の際は、最
新の様式をダウンロードしてご申請ください。

4/19追記

(3)-21
「様式2_成⾧投資計画書別紙」について、うるう日上昇率の計算が
反映されませんが、どのように対応すればよろしいでしょうか。

うるう日上昇率の計算では、うるう日（2/29）の計算は不可のため反映されません。
よって、決算日、補助事業完了日は便宜上2月末決算の場合は2/28の入力をお願
いします。

4/19追記

(3)-22
「様式3_ローカルベンチマーク」について、コンソーシアム形式で申し込
む場合は形成する全事業者分作成が必要でしょうか。

ローカルベンチマークは、全事業者分の作成をお願いします。また、様式1 P24にコン
ソーシアム構成企業のローカルベンチマークのスクリーンショットを貼付頂きますようお願い
します。

4/19追記

(3)-23
「様式3_ローカルベンチマーク」について、12か月に満たない決算期が
ある場合や、創業から12か月経過していない場合は12か月へ換算
などして作成する必要がありますでしょうか。

12か月に満たない決算期がある場合、12か月になるように期間を区切り記載のうえ
ローカルベンチマークを提出してください。
直近の決算期が12か月未満であり、かつ創業から12か月経過していない場合は、
ローカルベンチマークを未記載で提出していただき、様式１にその旨記載いただくようお
願いいたします。

4/19追記

(3)-24
「様式3_ローカルベンチマーク」について、実績記載欄の受取手形・支
払手形には電子記録債権・債務も含む理解でよいでしょうか。

事業者様側の仕訳上電子記録債権・債務が含まれていれば、様式3の受取手形・
支払手形に含めて頂いて構いません。

4/19追記

（３）補助金申請（交付申請等）について

　　・ 提出書類について
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更新・
追記日

(3)-25
審査結果の詳細な内容についてフィードバックをもらうことは可能でしょ
うか。

審査結果の詳細な内容（順位、点数等）についてはお答え致しかねます。 3/21追記

(3)-26 1次公募と2次公募、どちらに申請することが有利でしょうか。
採択数や予算の配分は、執行状況に応じて検討しますが、早期予算執行の観点か
ら、極力1次公募でのご申請を推奨します。

3/21追記

(3)-27 採択倍率はどの程度になると見込んでいますか。
本事業は、新たに実施するものですので、応募数の予測は難しく、回答いたしかねま
す。

(3)-28 実地検査はいつ実施しますか。

本補助事業の適正な遂行のために必要である場合は、事務局は現地調査等行う場
合があります。その際、関連書類の提出を求める場合があります。また、補助事業終了
後、予告なく実地検査を実施する場合がありますので、いずれもご協力をいただきます
ようお願いします。

3/21追記

(3)-29 採択されてからどのくらいで交付申請を出せばよいのでしょうか。
採択者事業者様により交付申請を頂き、事務局にて交付申請者に対し交付決定し
ます。交付決定のスケジュールについては確定次第、採択事業者様へ周知いたしま
す。

3/21追記

(3)-30 補助金の交付決定はいつ頃になりますか。
補助金交付候補者として採択された後、補助対象経費を精査していただき、補助金
の交付申請手続きを行っていただきます（詳細な手続きやスケジュールは、採択者宛
てに「補助事業の手引き」を別途ご案内いたします。）

3/21追記

(3)-31 補助金はいつ支払われますか。
支払うべき補助金額の確定後、30日以内に支払われます。（概算払いにおいても同
様です。）

(3)-32 補助金はどのように受け取れますか。 指定口座への銀行振り込みとなります。

(3)-33 補助金の概算払いは可能ですか。
原則、補助金は精算払い（補助事業終了後に確定検査を経て支払い）とします
が、補助事業終了前でも補助金を交付するといった柔軟な対応をいたします。

(3)-34
中堅・中小成⾧投資補助金で取得した資産について、圧縮記帳を
適用することは可能でしょうか。

本事業のうち、固定資産の取得等に充てるための補助金については、法人税法第42
条及び所得税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、他の要件も満たす場
合には圧縮記帳等の適用が認められます。法人税法第42条及び所得税法第42条
の規定の適用に関しては、税理士等の専門家にご相談いただき、適切な税務処理を
お願いします。

3/21追記

　　・ 審査結果等について

　　・交付申請～補助金の支払いについて

（３）補助金申請（交付申請等）について
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